
•ウクライナへの揺るぎない支援: G7は必要とされる限り、ウクライナに対する揺るぎない支援を継続する。
•イラン: 核のエスカレーションを止め、民生用目的では正当性を欠くウラン濃縮活動の継続的な停止を求める。IAEAの監視・検証メカニズムに全面的に協力・遵
守し、核プログラムが専ら平和的なものであるとの説得力ある保証をIAEAに提供しなければならない。ウクライナにおけるロシアの戦争支援を止め、弾道ミサイルや
関連技術を移転しないよう求める。

•中国: ロシアに軍事侵略をやめさせ、即時、完全かつ無条件にウクライナからロシア軍を撤退させるよう圧力をかけるよう求める。ロシアの国防部門に投入される武
器装備等を含むデュアルユース物質の移転停止を求める。

•北朝鮮: 全ての大量破壊兵器（WMD） 及び弾道ミサイルの完全かつ検証可能な不可逆的な廃棄（CVID）を求める。全ての国連加盟国に対し、関連す
る全ての国連安保理決議の完全履行を促す。北朝鮮の制裁逃れに対抗し、関連する全ての国連安保理決議の履行を強化するとの決意を改めて表明する。

•ロシア: ウクライナに対する侵略戦争の文脈において、ロシアによる核兵器の使用は許容されない。ロシアの無責任で威嚇的な核のレトリックと、ベラルーシへの核
配備を含む戦略的威嚇の姿勢を可能な限り強い言葉で非難する。またロシアによる北朝鮮への核・弾道ミサイル関連技術の移転可能性を深く懸念し、ロシアと
北朝鮮に対し当該活動の中止と、関連する国連安保理決議の遵守を求める。

•原子力: 二酸化炭素を排出しないエネルギー源としての原子力の可能性を認識。責任ある廃棄物管理を推進しつつ、サプライチェーンの安全性、信頼性、及び
レジリエンスを強化するための取組みを支援する。革新的な先進・SMR技術の研究開発を促進し、資金調達手段へのアクセス拡大を可能にするために協力し、
セクター間の協力を支援する。

•サイバーセキュリティ: （i）サイバー空間における責任ある国家行動の促進、（ii）民間部門を含むサイバーセキュリティの改善、（iii）悪意ある（国家の）行
動やサイバー犯罪を阻止し、対応するためのツールの開発と使用、（iv） パートナー国のサイバーセキュリティ能力の強化、との4つのアプローチを追求していく。

•軍縮・核不拡散: 全てのWMDとその運搬手段の拡散及び使用防止に引き続きコミット。「核軍縮に関するG7広島ビジョン」 を想起し、現実的かつ実用的で責
任あるアプローチを通じて達成される「核兵器のない世界」に向け、軍縮・不拡散への取組みへのコミットメントを再確認する。NPTは、世界の核不拡散体制の礎
石であり、核軍縮と原子力の平和的利用を追求するための基盤である。冷戦期における世界の核兵器の全面的な削減を決して後退させてはならない。

G7プーリア首脳コミュニケ：外務省ホームページ、” Apulia G7 Leaders’ Communiqué”, https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100684958.pdf
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G7 プーリア・サミット（2024）
首脳コミュニケ：ウクライナ、核不拡散、核セキュリティ、原子力等に関する部分

なお、直近では2025年6月16日～17日にカナナスキス（カナダ）でG7サミットが開催されたが、トランプ大統領は途中帰国し、またウクライナ支
援を巡りトランプ政権との亀裂を避けるためカーニー加国首相の判断で「首脳コミュニケ」の採択は見送られ、上記の2024年のサミットのような
核不拡散や核セキュリティ等に係る合意はなされなかった。



• ニューヨークにおける国連総会ハイレベルウィークの際のG7声明 (2025年9月23日、核不拡散等に関連する部分）
ウクライナ：米国との連携を継続しウクライナに強固で信頼できる安全の保証を提供することで、持続的な平和及び強固で、独立し、主権を有する

繁栄したウクライナを実現するために協力するとの継続的なコミットメントを強調。ウクライナを支援するため、露国が有する資産の更なる活用に関して
G7財務大臣間で行われている議論を歓迎

イラン：NPTに基づく義務を完全に履行し、IAEAとの全面的な協力を再開し、イランが核兵器を決して取得しないことを保証する強固で持続可能
かつ包括的な核合意の実現に向け米国との直接交渉を行うよう求めた。「スナップバック」メカニズムを発動するためのE3による決定を称賛

中国、北朝鮮：法の支配に基づく自由で開かれたインド太平洋の重要性を再確認。東シナ海、南シナ海及び台湾海峡におけるものを含め、力又
は威圧によるあらゆる一方的な現状変更の試みに対する強い反対を改めて表明。北朝鮮の完全な非核化及び拉致問題の即時解決へのコミットメ
ントを再確認

• ナイアガラ（カナダ）でのG7外相会合共同声明（2025年11月12日、核不拡散等に関する部分）
ウクライナ：自らの領土一体性及び生存する権利を守るウクライナ並びにウクライナの自由、主権及び独立への揺るぎない支持を再確認。即時停

戦が緊急に必要であることを改めて表明。国境は武力によって変更されてはならないという原則に引き続きコミット。露国に対する北朝鮮及びイランに
よる軍事支援及び露国の戦争の決定的な支援者である中国による武器及び軍民両用部品の提供を非難。露国による最近のエネルギーインフラへ
の直接攻撃を強く非難し、ウクライナのエネルギー安全保障への支援を再確認

イラン：国連安保理決議及びNPTに基づく義務を完全に履行するよう要請。イランは、全ての核施設及び核物質の査察を可能にすることを含め、
IAEAとの完全な協力を再開しなければならない。我々は、イランに対し、E3諸国の支援の下、米国との直接交渉を行うよう呼びかけた。全ての国連
加盟国に対して、スナップバック・メカニズムの法的措置の実施を受けた加盟国としての義務を遵守するよう引き続き求める

中国、北朝鮮：中国の軍備増強及び急速な核兵器数の増加を引き続き懸念しており、北 京に対し、透明性の向上を通じた安定へのコミットメン
トを示すよう求める。 我々は、北朝鮮の核及び弾道ミサイル計画を強く非難し、関連する国連安保理決 議に従った、北朝鮮の完全な非核化への
我々のコミットメントを再確認
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G7外相会合（2025）
G7外相共同声明等

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100935047.pdf

https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/pc/pageit_000001_02448.html



• 総論: 全ての国の安全保障を損なうことなく、より安全で繁栄した世界の実現を目指す。軍縮・不拡散・軍備管理における実質的な進展には、全ての
当事者による持続的関与と相互理解が必要であり、その意思決定プロセスに多様な視点を組み込むことが重要。

• 民生用原子力プログラム: 最高水準の安全、セキュリティ及び保障措置基準、ガイドライン及び勧告に合致するよう協力することを約束。核拡散は国
際平和と安全保障を損なうものであり、IAEA及び大量破壊兵器・物質の拡散に対するグローバル・パートナーシップ(GP)を支援。

• イラン: 
 中東の平和と安定を追求する決意を堅持。イランによる核兵器保有・取得は決して許されない。
 イランの原子力プログラムに対処する包括的かつ検証及び持続可能な合意達成に向けた交渉再開を求める。
 イランが非核兵器国としてNPT及び包括的保障措置協定に基づく義務を完全に履行し、NPTの当事国であり続けることが不可欠。イ

ランに対し、あらゆるエスカレーション活動を控え、IAEAとの全面的な協力を再開し、国内の全ての核物質に関する検証可能な情報提
供を強く求める。

• 北朝鮮: 
 北朝鮮の完全な非核化へのコミットメントを改めて表明。北朝鮮に対し、関連する全ての国連安保理決議に従い、核兵器及びその他のWMD、

弾道ミサイル並びに関連する活動を、完全で、検証可能かつ、不可逆的な方法では放棄するよう要求。
 露国と中国が最も重要な促進者である北朝鮮の違法なWMD及び弾道ミサイルプログラムに資金提供する制裁回避活動及び違法行為に対抗

することを約束。
 北朝鮮に対し、不安定化をもたらす核実験を停止し、更なる核実験を実施しないよう強く求める。

• 露国のウクライナ侵攻: 
露国によるウクライナに対する残虐な戦争の継続を非難。ウクライナの領土保全と生存権、自由、主権、独立を守るための揺るぎない支持を改め

て表明。ウクライナがいかなる侵略行為も抑止し、防衛できるよう、強固で信頼できる安全保障体制の必要性を強調。
北朝鮮とイランによる露国へのあらゆる軍事支援、中国による武器及び汎用部品の提供を非難。
ウクライナにおける原子力の安全と安全保障を確保するための、特にIAEAによる国際的な努力に引き続きコミット。
完全かつ無条件の停戦を達成し、国連憲章の原則に沿って包括的、公正かつ永続的な平和を交渉するための継続的な努力を歓迎。停戦が達

成されない限り、露国に対する制裁をさらに強化する等、あらゆる選択肢を検討し続ける。
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G7不拡散局長級会合（NPDG） ステートメント-1
2025年8月20日



• NPTが世界の核不拡散体制の礎石であり、核軍縮及び原子力技術の平和的利用追及の基盤として不可欠な役割を担うことを強調。2026年の運
用検討会議の成功に向けて全ての国と協力し、軍縮会議等における建設的な議論への支援を約束。

• CTBTの目的を再確認し、必要な資源をもって国際監視システムの長期的な持続可能性を支援する。
• 化学兵器禁止条約(CWC)、生物兵器禁止条約(BTWC):

両条約の完全な履行の必要性を強調。生物兵器又は化学兵器のいかなる使用、あるいは使用の脅迫も、いかなる場所、いかなる時、誰によるも
のであれ、いかなる状況下においても容認できず、これらの兵器の使用に関与した者は責任を問われなければならない。

ウクライナにおける暴動鎮圧剤の戦争手段としての使用及びその他のあらゆる化学攻撃の即時停止を求める。ウクライナにおけるクロルピクリンの使
用に関する報告に対し深刻な懸念を表明する。化学兵器禁止機関(OPCW)による、ウクライナが採取したサンプル中の暴動鎮圧剤であるCSの
独立した検証を歓迎するとともに、禁止されている化学兵器の使用の適時な特定を求める。

アサド政権の化学兵器を廃棄するというシリアの決意を称賛し、OPCWがこの歴史的な機会を捉えることを支援する用意がある。
• 宇宙における軍拡競争をあらゆる側面から防止することにコミット。WMDを搭載するいかなる物体も地球周回軌道上に配置することの禁止を含む宇宙

条約を遵守する全ての締約国の義務を想起。全ての国に対し、宇宙環境に広範かつ不可逆的な影響を及ぼす可能性のある破壊的な直接上昇型衛
星破壊ミサイル実験を含む、意図しないエスカレーションにつながる可能性のある無責任な行動、攻撃的な言辞等を控えるよう求める。

• 新興技術の影響:人工知能(AI)、ドローン技術、量子コンピューティング、先進ロボット工学、バイオテクノロジーなどは、人類の発展に計り知れない機会
をもたらすが、安全保障上の脅威も生み出す技術であり、GPやその他の関連機関による脅威削減プログラムを含め、これらの技術の責任ある開発、展
開、利用を促進すること、並びに適用可能な国際法を遵守することにより、これらの技術に関連するリスクを軽減することにコミットする。
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https://g7.utoronto.ca/summit/2025kananaskis/non-en.pdf

G7不拡散局長級会合（NPDG） ステートメント-2
2025年8月20日




